
～自転車に乗る時はヘルメ ッ ト を着用しまし ょ う ～

自転車用ヘルメ ッ ト について

No.26

自転車利用者のヘルメ ッ ト 着用は、 令和５ 年４ 月から努力

義務になっています。 自転車乗用中の交通事故で、 平成30年

から令和4年の統計によると事故で亡く なられた方の約６ 割が

頭部に致命傷を負っています。

交通事故の被害を軽減す

るためには、 頭部を守るこ

とがとても重要です。 買物

や通勤・ 通学等、 日常生活

で自転車に乗るときもヘル

メ ッ ト を着用して頭部を保

護しまし ょ う 。

【 ヘルメ ッ ト 着用のポイント 】

① 頭のサイズに合ったものを選びま

しょ う 。

② 先端はまゆ毛の上あたりに合わせ

て水平にしまし ょ う 。

③ あごひもは、 指が１ ～２ 本入る程

度で確実に締めましょ う 。



～無事故・無違反チャレンジ1.2.3～

チャレンジしませんか？

No.27

）

。

※参加者全員に参加記念品が贈呈されます。



夏の交通安全県民運動がはじまっています
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～運動の重点～
☆こどもと高齢者の
交通事故防止
☆歩行者優先意識の
徹底と安全な横断方
法の実践
☆シートベルトと
チャイルドシートの
正しい着用の徹底
☆飲酒運転等の根絶
☆自転車等のヘル
メット着用と交通
ルール遵守の徹底

令和６年７月11日(木)～20日(土)



秋の全国交通安全運動がはじまっています
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色んな種類の反射材があ
ります。自分に合ったも
のを見つけてください。

令和６年９月２１日(土)～３０日(月)



年末の交通安全県民運動がはじまります
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令和６年12月１日(日)～10日(火)

お酒を飲んで自転
車に乗らないで！

令和6年11月1日
道路交通法改正


